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第一種動物取扱業

反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱い
を行う、社会通念上、業（ぎょう）として認められる行
為のこと。

動物の愛護及び管理に関する法律（以下「動愛法」と
いう。）により登録が必要。販売、保管、貸出し、訓練、
展示、競りあっせん業、譲受飼養業の区分がある。



該当する業の具体例業の内容種別

小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を
行う業者、露店等における販売のための動物飼養
業者

動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的
とした繁殖又は輸出入を行う業（その取次又
は代理を含む）

販売

ペットホテル業者、美容業者（動物を預かる場
合）、ペットシッター保管目的で顧客の動物を預かる業保管

ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モ
デル・繁殖用等の動物の派遣業者

愛玩、撮影、繁殖、その他の目的で動物を貸
し出す業

貸出し

動物の訓練・調教業者、出張訓練業者顧客の動物を預かり訓練を行う業訓練

動物園、水族館、動物のふれあいパーク、移動動
物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラ
ピー業者（「ふれあい」を目的とする場合）

動物を見せる業（動物とのふれあいの提供も
含む）

展示

動物のオークション会場を設けて動物の売買の斡旋を競りの方法
で行う業（第一種のみ）

競り斡旋

老犬（猫）ホーム、動物シェルター等
有償で動物を譲り受け飼養を行う業（第一種
のみ）

譲受飼養



販売のみ １１件

保管のみ １２件

訓練のみ １件

販売・保管 ５件

保管・展示 １件

販売・保管・訓練 １件

※令和7年9月1日時点

第一種動物取扱業
（日向保健所管内の登録数）



第二種動物取扱業

飼養施設を設置して営利を目的とせず、一定数以
上の動物の取扱いを行う

届出が必要。動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、
展示

日向保健所管内 ４届出（譲渡し３、展示１）

※令和7年9月1日時点



令和６年度の指導事例

第一種動物取扱業者（販売）

・動物の愛護及び管理に関する法律違反疑い

・狂犬病予防法違反疑い

・動物への虐待の可能性

警察と一緒に立入を実施

①未届飼養施設での飼養保管、
②各種記録台帳の未作成及び記載不備
③犬の未登録
④狂犬病予防注射の未実施



登録施設以外の場所で犬を飼養していたもの

※指導後、速やかに施設の登録を完了

動物の愛護及び管理に関する法律違反
①未届飼養施設での飼養保管



第一種動物取扱業における各種記録台帳等（5年間保管）

(1) 動物に関する帳簿

(2) 清掃、消毒及び保守点検の実施状況

(3) 獣医師による健康診断（毎年 1 回以上）の診断書

（1 年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫）

（繁殖に供する場合は繁殖適否含む）

(4) 動物の繁殖の実施状況（動物を繁殖させる販売・貸出・展示業者）

※販売・貸出・展示業者に犬猫を譲る場合、この台帳写しも併せて譲る

動物の愛護及び管理に関する法律違反
②各種記録台帳の未作成及び記載不備



(5) 獣医師による出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に

関する診断書

（犬又は猫を繁殖させ、帝王切開を行った場合）

(6) 1 日 1 回以上の巡回による動物の数及び状態確認実施状況

(7) 動物の仕入れ、販売、競り等の動物の取引状況について記録した台帳

（①の帳簿を備え付ける業種は不要）

※令和７年８月、台帳の整備確認

動物の愛護及び管理に関する法律違反
②各種記録台帳の未作成及び記載不備



法第４条（登録）
犬の所有者は、犬を取得した日（生後90日以内の犬を取得した場合に
あつては、生後90日を経過した日）から30日以内に、厚生労働省令
の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村に犬の登録
を申請しなければならない。
２ 市町村長は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、
その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
３ 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬につけておかなければならな
い。

狂犬病予防法違反
③犬の未登録



法第５条（予防注射）
犬の所有者は、その犬について厚生労働省令の定めるところに
より、狂犬病予防注射を毎年１回受けさせなければならない。

※生後91日以上の犬は、所有するに至った日から30日以内に
狂犬病予防注射を受けさせなければならない。

※令和７年８月、犬の登録、予防注射の接種確認

狂犬病予防法違反
④狂犬病予防注射の未実施





今年度の予定

定期報告において懸念のあった施設への立ち入りを実施

来年度更新予定の施設に対して、年内に立入を実施し、
必要な指導を行う


